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平成２３・２４年度小規模修繕業者名簿登載申請の手引き（随時申請） 
  

平成２３・２４年度に相模原市が発注する小規模修繕の業者名簿に登載を希望される方は、下記事

項に注意のうえ、名簿登載資格審査に必要な書類を作成し、提出してください。 

この名簿登載は、契約課以外の各担当課において、２５０万円以下の簡易な修繕等の発注に際し、

見積りを依頼する業者選定の参考にするものです。 

かながわ電子入札共同システムにおける入札参加資格認定申請（工事）との重複申請はできませ

ん。また、本市の入札に参加することはできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

提出要領 
１ 申請書の提出方法     

郵送による受付  提出要領を確認のうえ、必要書類を全て揃えて郵送してください。 

  あて先 〒２５２－５２７７  相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市役所 契約課 契約班 

※７ページ下部を切り取ってご利用ください。 

   次の日程で、申請を受け付けます。 

申請期間（消印有効） 審査基準日 名簿登載日 

 ４月１日～１０日  ３月 １日  ５月 １日 

 ５月１日～１０日  ４月 １日  ６月 １日 

 ６月１日～１０日  ５月 １日  ７月 １日 

 ７月１日～１０日  ６月 １日  ８月 １日 

 ８月１日～１０日  ７月 １日  ９月 １日 

 ９月１日～１０日  ８月 １日 １０月 １日 

１０月１日～１０日  ９月 １日 １１月 １日 

１１月１日～１０日 １０月 １日 １２月 １日 

１２月１日～１０日 １１月 １日  １月 １日 

 １月１日～１０日 １２月 １日  ２月 １日 

 ２月１日～１０日  １月 １日  ３月 １日 

 ３月１日～１０日  ２月 １日  ４月 １日 

 

２ 登載の有効期間 

  名簿登載日から平成２５年３月３１日まで 

３ 対象業者 

  修繕（工事）請負業者（簡易な修繕等の小規模工事を行う業者） 

４ 申請者の資格 

次の事項に該当していることを要します。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

（２）引き続き１年以上その事業を営んでいる者 

     （同種の営業を引き続き１年以上営んでいる者と同様の事情（組織変更、合併等）にあると認め

られる者を含む。） 

（３）国税及び地方税(特別徴収税額納入金を含む。)を完納している者 

（４）相模原市内に本店(社)を有すること 

 

（参考）地方自治法施行令第１６７条の４ 

１ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する
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能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

２  普通地方公共団体は、次の各号の１に該当すると認められる者をその事実があった後２年間一般競争入札

に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者に

ついても、また同様とする。 

（1）  契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正

の行為をした者 

（2）  競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した者 

（3）  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

     （4）  地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた

者 

     （5）  正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

     （6）  前各号の１に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 
 
５ 提出書類一覧 

番号 提  出  書  類 提出者 
(○は全者) 

様 式 備           考 

１ 

小規模修繕業者名簿登載申請

書 

（５～６ページ） 

○ 市様式 別  記（３ページ） 

２ 

代表者の印鑑証明書 

※審査基準日以降に 

発行されたもの 

○ 原本 

法人の場合は、法人登録をしている法務局

(登記所)、個人事業者の場合は、住民登録をし

ている市区町村において交付されます。 

３ 

納税証明書 

※審査基準日以降に 

発行されたもの 

○ 写しも可 別  記（３～４ページ） 

４ 

代表者の身分証明書 

※審査基準日以降に 

発行されたもの 

個人事業 

者のみ 
写しも可 

この証明書は、本籍地の市区町村において

交付されます。 

５ 

代表者の登記されていない 

ことの証明書 

※審査基準日以降に 

発行されたもの 

個人事業 

者のみ 
写しも可 

この証明書は、東京法務局において交付され

ます。詳細は、最寄りの法務局にお尋ねくださ

い。 

◆証明事項･･･成年被後見人、被保佐人、被

補助人、任意後見契約の本人とする記録が

ないこと。 

６ 支払金口座振替依頼書 
該当者 

のみ 
市様式 

新規申請業者及び振替先変更業者のみ提出

してください。用紙は、相模原市ホームページか

らダウンロードしてください。 

７ ８０円切手添付の返信用封筒 ○  

８０円切手を貼付したもの。 

審査結果通知の発送に利用しますので、必

ずあて先を記入してください。 
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６ 提出書類の作成方法 

（１）小規模修繕業者名簿登載申請書（５～６ページ） 

申請書の申請者は本店（社）の代表者とし、ここに押印する印鑑は実印（登録代表者印）を使用

してください。 

①「商号又は名称」、「代表者職氏名」、「本店(社)の所在地」、「実印」、「使用印鑑」 

      本店に係わる各事項を記入してください。実印(登録代表者印)以外の印鑑を見積り、契約等

に使用する場合は、「使用印鑑」欄に使用印鑑を押印してください。使用印鑑は実印に類似した 

ものを使用しないでください(実印を使用する場合は、「使用印鑑」欄は斜線を引いてください)。 

     なお、社印は使用できません。 

②「営業年数」 

      創業当時からの起算とします。 

③「年間工事完成高」 

      直近の決算書等から、申請する業種に係わる年間工事完成高を記入してください。 

④「建設業許可」 

      建設業法第３条に規定する建設業許可の取得の有無について、該当する方に○をつけてくだ

さい。なお、有のときは、有する許可の内容について記入してください。 

⑤「登載を希望する修繕の種別及び実績（受注状況）」 

登載を希望する業種に○をつけてください。なお、「Ｆ（その他）」を希望する場合には、具体

的な修繕（工事）内容を記入してください。「修繕（工事）の受注状況」の欄には、コード番号及

び希望する業種に係わるこれまでの主な実績を記入してください。 
 

（２） 納税証明書 

①提出を要する納税証明書とその発行機関は次のとおりです。 

区 分 発 行 機 関 法    人 個    人 

国 税 相 模 原 税 務 署 
法人税、消費税及び地方消費税 

（その３の３） 

所得税、消費税及び地方消費税 

（その３の２） 

(注①)  税務署で発行される証明書の（その３の２、３）とは、法人税（個人事業者の方は所得税）、

消費税及び地方消費税の未納の税額がないことの証明書で過去から証明時点まで未納が

ない場合にのみ一枚の証明書で発行されます。 

(注②)  税務署で納税証明書を申請する場合には、法人の場合は代表印のある委任状で、納税

証明書を申請してください。その際、委任状には、申請の権限を代理人に委任することを記

載し、代理人は代理人自身の認印で申請書に押印してください。また、代理人の身分を証明

する運転免許証等が必要です。 

        個人事業者の方は、税務署で納税証明書を申請する場合には、認印、身分を証明する運転

免許証等が必要です。個人事業者も本人以外の方が納税証明書を申請するときは、上記の

委任状が必要です。 

②相模原市税の納税証明書の提出は、不要です。 

市が申請者の同意により、課税状況・納税状況等につき、関係公簿を直前２年分について調査 
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します。 

③手形等で預託中のものは、完納とは認めません。     

 (３) ８０円切手添付の返信用封筒 

審査終了後に審査結果通知を郵送するため、８０円切手を貼った封筒に必ずあて先を記入してく

ださい。 

 

７ 提出書類の整理 

各提出書類を２ページの『６ 提出書類一覧』に記載された番号順に重ね、左上をクリップ等で綴じて

提出してください。 

 

８ 申請書提出後の注意事項 

登載申請後、変更があった場合は、直ちに変更届を提出してください。提出の際は、変更届に必要書 

類を添付のうえ、契約課へ直接持参、または郵送してください。 

用紙は、相模原市ホームページ「入札・契約情報」又は「申請書ダウンロード」からダウンロード

してください。 

 

９ 虚偽申請について 

申請の内容に虚偽が認められた場合には、名簿登載を取消します。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 相模原市役所 企画市民局財務部契約課契約班(第２別館４階) 

            電話  ０４２（７６９）８２１７ （直通） 

ＦＡＸ  ０４２（７６９）５３２５ 
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小 規 模 修 繕 業 者 名 簿 登 載 申 請 書 
                                            ※･･･記入不要です 

 申 請 区 分 受付番号 受付者  

 ※ 

新規・継続  

※ ※ 

    相 模 原 市 長   あて                          平成   年    月    日  

 

平成２３・２４年度に相模原市が発注する小規模修繕の業者名簿に登載を希望するので、関係書類を添え

て申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 

小規模修繕業者名簿登載申請のため、相模原市の法人市民税、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動

車税、事業所税、特別徴収税額納入金の課税状況・納税状況等につき、関係公簿を調査することに同意します。 

 

 

 
（ ふ り が な ） 

  商号又は名称  

 
（ ふ り が な ） 

  代表者職氏名  

 

 

  本店（社）の所在地     〒     － 

 

         相模原市                           

 

 

電  話      (     )           ＦＡＸ     (     )  

    

携帯電話     (     ) 

 

 

 

実   印 

 

使 用 印 鑑 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

実印使用の場合は斜線 

 

 

営 業 年 数    年     月より        年間  資 本 金             千円  

年間工事完成高 （最近の決算から）            千円  職 員 数              人  

建 設 業 許 可 有  ・ 無  
有の 

とき 

（                ） 許  可  

（ 般  ・ 特   －     ）   第（            ） 号  

種  類  （                             ） 

 
登載申請書の作成者及び連絡先 
（行政書士等の委任を受けた作成者は押印してください） 

 

作成者                            印 

 

連絡先 

 

Ｔ Ｅ Ｌ 

申請書１/２ 
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登載を希望する修繕の種別及び実績（受注状況） 

登 載 を 希 望 す る 修 繕 の 種 別 希   望  
(○をつける) 修繕の種類 コード 主 な  例 示 

土 木 Ａ 舗装・側溝など  

建 築 Ｂ 木造建築物など  

内 装 

Ｃ－１ １．建具（扉、サッシ、襖等）  

Ｃ－２ ２．畳  
 

Ｃ－３ ３．天井、床など 
 

設 備 
Ｄ－１ １．電気設備など 

 

Ｄ－２ ２．給排水衛生、空調設備など 
 

造 園 Ｅ 植栽、公園など 
 

そ の 他 Ｆ 

上記に分類されないもの 

(具体的に手掛ける内容を記入)  

 

  

 

修繕（工事）受注状況   （希望修繕種別に関する主な実績を記入してください） 

コード 履 行 時 期 発 注 者 内         容  請負金額 

           千円  

           千円  

           千円  

           千円  

           千円  

           千円  

           千円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考欄（得意とする業種等自由に記入してください） 

申請書２/２ 
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きりとり 

 
〒２５２－５２７７ 

 
相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

 
相模原市役所 契約課 契約班 

 
『小規模修繕業者名簿登載申請書』在中 

 
 

きりとり 
 


